高知県事務処理安定化支援事業実施要領
(趣旨)
第１条　高知県事務処理安定化支援事業の実施に関しては，高知県障害者自立支援対策事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

（目的）

第２条　高知県事務処理安定化支援事業は、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）の施行に伴う事務処理に係る事務が定着するまでの間、事務職員を効果的に配置することによって、利用者負担上限額管理、請求事務、指定申請等の事務処理を適正に実施し、直接サービスを提供する職員の利用者に対する安定した支援を確保し、もって障害福祉サービスの質の向上を図ることを目的とする。
（対象施設）

第３条　補助対象施設は次に掲げる施設とする。ただし、地方公共団体が設置した施設（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による指定管理者制度等により、社会福祉法人等へ運営委託をする場合を除く。）、国の所管に属する独立行政法人国立病院機構の設置する施設及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第６項に規定する指定医療機関は含まない。

(１)障害福祉サービス事業所（居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業所、重度障害者等包括支援事業所及び短期入所事業所を除く。）

(２)障害者支援施設

(３)特定旧法指定施設

（事業の実施主体）
第４条　高知県事務処理安定化支援事業の実施主体は、支給決定市町村とする。
（補助の要件）
第５条　県は、第３条に掲げる補助対象施設（以下「事業所等」という。）が助成を受けようとする年度の７月（平成２１年８月以降に新規に事業を開始する事業所等については、事業開始後最初に到来する７月とする。）において、次に掲げる要件に該当する場合に補助を行う。
（１）事業所等の定員が６０人以下の場合
　　事務職員を常勤換算で２人以上配置していること。

（２）事業所等の定員が６１人以上８０人以下の場合

　　　　事務職員を常勤換算で３人以上配置していること。

（３）事業所等の定員が８１人以上の場合

　　　　事務職員を常勤換算で４人以上配置していること。

２　事務職員の勤務体制については、常勤か非常勤かを問わない。
３　法人本部に配置されている事務職員は、含まないものとする。
４　従たる事業所等については、主たる事業所等と併せて一つの事業所等として扱うものとし、分場及び各入所施設の通所部についても、本体施設と併せて一つの事業所等として扱うものとする。
５　多機能型事業所又は複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設については、一つの事業所等として扱うものとする。

（補助基準額）

第６条　前条第１項に規定する月において、事業所等の実利用者数に応じて次のとおり補助基準額を定める。

　（１）事業所等の実利用者数が６０人以下の場合

　　　　利用者１人につき２０，０００円

　（２）事業所等の実利用者数が６１人以上８０人以下の場合

　　　　利用者１人につき１５，０００円

　（３）事業所等の実利用者数が８１人以上の場合

　　　　利用者１人につき１０，０００円

（事業の実施年度）

第７条　高知県事務処理安定化支援事業は、１事業所等につき１回限りの補助に限るものとし、原則として平成２１年度中における補助とする。ただし、知事が必要である認める場合は、平成２２年度以降の補助も可能とする。
（助成の手続等）

第８条　高知県事務処理安定化支援事業による助成を受けようとする事業所等は、事務職員の配置が第５条第１項の規定による補助基準を満たしていることについて、事務職員配置届（別記様式）に関係書類を添えて、知事に届出を行うものとする。
２　届出を受けた県は、内容を審査の上、適当であると認めた場合は、受理する旨の通知をするとともに、各市町村に対して事業所等に関する情報を提供するものとする。
３　前項の規定による通知を受けた事業所等は、支給決定市町村（複数の場合は、各々の支給決定を行った各市町村）が定める手順により、市町村に対して、補助金の交付申請手続等を行うものとする。

　附　則

１　この要領は、平成２１年１２月３日から施行し、同年７月１日から適用する。
２　この要領は、平成２４年５月３１日限り、その効力を失う。












